
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

○

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
不
動
産
信
託
受
益
権
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面

（
不
動
産
信
託
受
益
権
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面

の
記
載
事
項
の
特
則
）

の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
八
十
五
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
不
動
産
信
託
受

第
八
十
五
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
不
動
産
信
託
受

益
権
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七

益
権
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一

条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一

項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
不

項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
不

動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
が
宅
地
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一

動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
が
宅
地
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一

号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。

号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

当
該
不
動
産
信
託
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
が
津

（
新
設
）

波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号

）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
津
波
災
害
警
戒
区
域
内
に
あ
る

と
き
は
、
そ
の
旨

十
〜
十
三

（
略
）

九
〜
十
二

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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附

則

こ
の
府
令
は
、
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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